
- 1 - 

弥富市工事監督要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、弥富市が発注する建設工事（以下「工事」という。）に係る監

督業務の適切な実施を図るため、監督に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において「監督」とは、契約図書における発注者の責務を適切に

遂行するために、工事施工状況の確認、把握等を行い、契約の適正な履行を確保

することをいう。 

２ この要領において「監督員」とは、市長から任命された専任監督員及び総括監

督員をいう。 

（監督の体制） 

第３条 工事に係る監督業務を実施するため、専任監督員を置くものとする。この

場合において、低入札価格調査の対象工事その他工事担当課長が必要と認める工

事は、総括監督員を併せて置くものとする。 

（監督員の任命基準） 

第４条 監督員の任命基準は、次に定めるところによる。ただし、これにより難い

場合は、工事担当課長が適任者と認める職員を任命することができる。 

(1) 専任監督員 主事、技師、主任、主査、課長補佐、副主幹又は主幹の職員 

 (2) 総括監督員 課長補佐、副主幹、主幹又は課長の職員 

（監督業務の分担） 

第５条 総括監督員を置いた場合における監督業務の分担は、次に定めるところに

よる。 

(1) 専任監督員 

ア 契約の履行についての請負者又は現場代理人に対する指示、承諾又は協議 

イ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負

者が作成した詳細図等の承諾 

ウ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材

料の試験若しくは検査（確認を含む。） 

エ 関連する２以上の工事が施工上密接に関連する場合における施工の調整 

オ 上記アからエまでに関する事項（軽易と判断される事項を除く。）及び設
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計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必要があると認められる事項の総

括監督員への報告 

カ 工事検査に必要な工事関係書類の整備 

 (2) 総括監督員 

ア 重要と判断される事項及び設計図書の変更、工事の中止又は工期変更の必

要があると認められる事項の工事担当課長又は工事担当部長への報告 

イ 専任監督員の指導監督及び監督業務のとりまとめ 

（監督員の任命の時期） 

第６条 監督員の任命の時期は、契約締結のときとする。 

（監督の実施） 

第７条 監督員は、別記「監督業務の内容」に留意の上、監督を実施するものとす

る。 

２ 監督員は、請負者又は現場代理人に対する指示、承諾、協議等を工事打合簿（第

１号様式）により行うものとする。ただし、協議等の内容が設計図書の変更に係

るものについては、別に定める弥富市設計変更事務取扱要領によるものとする。 

３ 監督員は、監督記録（第２号様式）又は「施工プロセス」のチェックリスト（第

３号様式）に監督の実施状況を記録し、整備しておくものとする。 

附 則 

この要領は、平成２３年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 
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別記「監督業務の内容」（土木工事用） 

項   目 監督業務の内容 関連図書及び条項 

１ 契約の履行の確保 

(1)契約図書の内容の把握 

 

 

 

 

(2)工程表及び現場代理人･

主任技術者等通知等の把握 

 

(3)施工計画書の受理 

 

 

(4)契約書及び設計図書に基

づく指示、承諾、協議、受

理等 

 

 

(5)条件変更確認請求通知書

の受理並びにその内容の調

査、確認、検討及び報告並

びに条件変更確認通知書の

監督員経由での通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)変更設計図面及び数量等

の作成 

 

 

(7)関連工事との調整 

 

 

 

(8)工程把握及び工事促進指

示 

 

(9)工期変更の事前協議及び

その結果の通知 

 

 

 

 

契約書、設計書、仕様書、図面、現場説明書

及び現場説明に対する質問回答書及びその

他契約の履行上必要な事項について把握す

る。 

 

請負者から監督員を通じて市長へ提出され

る書類の内容を把握する。 

 

請負者から提出された施工計画書により、施

工計画の概要を把握する。 

 

契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、協

議（詳細図等の作成を含む。）及び受理等に

ついて、必要により現場状況を把握し、適切

に行う。 

 

①契約書第 19 条第 1 項の第 1 号から第 5 

号までの事実を発見した場合又は請負者か

ら事実の確認を条件変更確認請求通知書に

より発注者に請求された場合は、直ちに調査

を行い、その内容を確認し検討の上、工事担

当課長又は工事担当部長（以下「工事担当課

長等」という。）に報告する。必要により、

設計図書の訂正又は変更資料を作成する。 

②監督員は、前項の調査結果を条件変更確認

通知書により、監督員経由で請負者に通知す

る。なお、設計図書の変更を行う必要がある

場合は、弥富市設計変更事務取扱要領により

所定の手続を行う。 

 

一般的な変更設計図面及び数量について、請

負者からの確認資料等を基に、設計図書の変

更資料を作成する。 

 

関連する 2 以上の工事が施工上密接に関連

する場合は、必要に応じて施工について調整

し、必要事項を請負者に対し指示を行う。 

 

請負者からの履行報告に基づき工程を把握

し、必要に応じて工事促進の指示を行う。 

 

契約書第 16条第 7項、第 18条第 1項、第 19

条第 5 項、第 20 条、第 21 条第 3 項、第 22

条及び第 40 条第 2 項の規定に基づく工期変

更について、事前協議及びその結果の通知を

請負者に行う。 

 

契約書 第 10条 

標 仕第 1編 1-1-8 

 

 

 

契約書 第 3、11条 

標仕第1編1-1-5､1-1-50 

 

標 仕第 1編 1-1-6 

 

 

契約書 第 10条 

標 仕第 1編 1-1-8 

 

 

 

契約書 第 19条 

標 仕第 1編 1-1-3 

 

 

 

 

 

 

契約書 第 19条 

標 仕第 1編 1-1-16 

 

 

 

 

契約書 第 19条 

標仕第1編1-1-3、1-1-16 

 

 

契約書 第 2条 

標 仕第 1編 1-1-13 

 

 

契約書 第 12条 

標 仕第 1編 1-1-29 

 

標 仕第 1編 1-1-17 
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(10)工事担当課長等への報 

  告 

1)変更契約の報告 

 

 

 

2)工期の延長及び工事の中

止の検討及び報告 

 

 

 

 

 

3)一般的な工事目的物等の

損害の調査及び報告 

 

 

4)不可抗力による工事目的

物等の損害の調査及び報

告 

 

 

 

 

5)第三者に及ぼした損害の

調査及び報告 

 

 

6)部分使用の報告 

 

 

7)部分払請求時の出来形調

書の作成 

 

8)工事関係者に対する措置

請求に関する報告 

 

 

 

 

 

9)契約解除に関する報告 

 

 

 

 

 

 

２ 施工状況の確認等 

 

 

設計図書の変更に伴い、変更契約を行う必

要がある場合は、工事担当課長等へ報告す

る。 

 

①工期変更の事前協議において、工期変更協

議の対象とした事項について、延長期間を検

討し工事担当課長等へ報告する。 

②工事の全部又は一部の施工を一時中止す

る必要があると認められる場合は、中止期間

を検討し、工事担当課長等へ報告する。 

 

工事目的物の引渡し前に、工事目的物等に損

害が生じた場合は、その原因、損害の状況等

を調査し、工事担当課長等へ報告する。 

 

①天災等の不可抗力により工事目的物等に

生じた損害について、請負者から通知を受け

た場合は、その原因、損害の状況等を調査し、

工事担当課長等へ報告する。 

②損害額の負担請求内容を確認し、工事担当

課長等へ報告する。 

 

工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼした

場合は、その原因、損害の状況等を調査し、

工事担当課長等へ報告する。 

 

部分使用を行う場合は、出来形調書を作成

し、工事担当課長等へ報告する。 

 

部分払の請求があった場合は、出来形調書を

作成し、工事担当課長等に提出する。 

 

現場代理人がその職務の執行につき著しく

不適当と認められる場合及び主任技術者若

しくは監理技術者又は専門技術者、下請負人

等が、工事の施工又は管理につき著しく不適

当と認められるものがある場合は、工事担当

課長等へ報告する。 

 

①契約書第43条第 1 項、第 43条の 2第1 項、

第 43条の 3第 1 項及び第 44条第 1項に基づ

き契約を解除する必要があると認められる

場合は、工事担当課長等へ報告する。 

②契約が解除された場合は、出来形調書を作

成し、工事担当課長等へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書 第 22条 

標 仕第 1編 1-1-17 

 

契約書 第 21条 

標 仕第 1編 1-1-15 

 

 

契約書 第 28条 

 

 

 

契約書 第 30条 

標 仕第 1編 1-1-46 

 

 

 

 

 

契約書 第 29条 

 

 

 

契約書 第 35条 

標 仕第 1編 1-1-27 

 

契約書 第 38条 

標 仕第 1編 1-1-25 

 

契約書 第 13条 

標 仕第 1編 1-1-30 

 

 

 

 

 

契約書 第 43～44条 

 

 

 

契約書 第 46条 
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(1)事前調査等 

 

 

 

 

 

 

 

(2)指定材料の確認等 

 

 

 

 

 

 

 

(3)工事施工の立会い 

 

 

 

(4)工事施工段階の確認 

（段階確認） 

 

 

(5)工事施工状況の把握 

 

 

(6)建設副産物の適正処理状

況等の把握 

 

 

 

 

 

 

 

(7)改造請求及び破壊による

確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の事前調査業務を必要に応じて行う。 

①工事基準点の指示 

②既設構造物の把握 

③事業損失防止家屋調査の立会い 

④請負者が行う官公庁等への届出等の把握 

⑤工事区域用地の把握 

⑥その他必要な事項 

 

①設計図書において、監督員の確認を受けて

使用すべきものと指定された工事材料の確

認を行う。 

②設計図書において、監督員の立会いの上調

合し、又は調合について見本検査を受けるも

のと指定された工事材料について、立会い又

は検査を行う。 

 

設計図書において、監督員の立会いの上施工

するものと指定された工事において、立会い

を行う。 

 

設計図書に示された施工段階において、臨場

等により、出来形、品質、規格、数量等を確

認する。 

 

主要な工種について、適宜臨場等により施工

状況を把握する。 

 

①産業廃棄物を搬出する工事にあっては、産

業廃棄物管理票（マニフェスト）等により、

適正に処理されているか把握する。 

②建設資材を搬入又は建設副産物を搬出す

る工事にあっては、請負者が作成する再生資

源利用計画書[実施書]及び再生資源利用促

進計画書[実施書]により、リサイクルの実施

状況を把握する。 

 

①工事の施工部分が設計図書に適合しない

事実を発見し、必要があると認められる場合

は、改善の指示又は改造請求を行う。なお、

改造請求が重大である場合又は改造に要す

る期間が長期となる場合は、工事担当課長等

へ報告する。 

②契約書第 14条第 2 項若しくは第 15条第 1 

項から第 3 項までの規定に違反した場合又

は工事の施工部分が設計図書に適合しない

と認められる相当の理由があり、必要がある

と認められる場合は、工事の施工部分を最小

限度破壊して確認する。 

 

標 仕第 1編 1-1-44 

 

 

標 仕第 1編 1-1-42 

契約書 第 17 条、標 仕

第 1編 1-1-9 

 

 

契約書 第 14～15条 

標仕第 2編第 1章第 2節 

 

 

 

 

 

 

契約書 第 15条 

標 仕第 1編 1-1-21 

 

 

標 仕第 1編 1-1-21 

 

 

 

標 仕第 1編 1-1-21 

 

 

標 仕第 1編 1-1-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書 第 18条 
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(8)支給材料の確認、引渡し 

 

 

 

 

 

 

 

３ 円滑な施工の確保 

(1)地元対応 

 

 

(2)関係機関との協議・調整 

 

 

４ その他 

(1)「登録のための確認のお

願い」の確認 

 

 

(2)施工体制の把握 

 

 

 

(3)現場発生品の処理 

 

 

 

(4)臨機の措置 

 

 

 

(5)事故等に対する措置 

 

 

(6)工事成績の評定 

 

 

(7)検査日の通知 

 

 

(8)完了検査等の立会い及び

工事関係書類の整備 

 

 

 

 

 

 

①設計図書に定められた支給材料について、

その品名、数量、品質、規格又は性能を設計

図書に基づき確認し、引渡しを行う。 

②前項の確認の結果、品質又は規格若しくは

性能が設計図書に適合しないと認められる

場合又は使用に適当でないと認められる場

合は、工事担当課長等に報告する。 

 

 

地元住民等からの工事に関する苦情、要望等

に対し必要な措置を行う。 

 

工事に関して、関係機関との協議・調整等に

おける必要な措置を行う。 

 

 

ＣＯＲＩＮＳに基づき受注･変更･完成時に

請負者が作成した「登録のための確認のお願

い」を確認する。 

 

工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載

に合致しているかどうかの点検等の施工体

制の把握を行う。 

 

工事現場における発生品について、規格、数

量等を確認しその処理方法について指示す

る。 

 

災害防止、その他工事の施工上特に必要があ

ると認めるときは、請負者に対し臨機の措置

を求める。 

 

事故等が発生したときは、速やかに状況を調

査し、工事担当課長等へ報告する。 

 

工事成績評定要領に基づき工事成績の評定

を行う。 

 

工事検査に先立って、検査員の指定する検査

日を請負者に対して通知する。 

 

総括監督員及び専任監督員は、完了検査、中

間検査等の立会いを行うとともに、検査に必

要な以下の工事関係書類を整備する。 

・契約関係書類、設計図書 

・監督記録又は「施工プロセス」のチェック

リスト 

・施工計画書、承諾図 

・工事記録 

契約書 第 16条 

標 仕第 1編 1-1-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

標 仕第 1編 1-1-7 

 

 

 

入契適正化法 第 16条 

入契適正化指針 第 2  

5.(3) 

 

標 仕第 1編 1-1-19 

 

 

 

契約書 第 27条 

標 仕第 1編 1-1-49 

 

 

標 仕第 1編 1-1-35 

 

 

工事成績評定要領 

 

 

標 仕第 1編 1-1-24～26 

 

 

標 仕第 1編 1-1-24～26 
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(9) その他 

・使用材料関係資料 

・材料確認書 

・立会報告書 

・段階確認報告書 

・施工状況把握報告書 

・出来形成果表、出来形図 

・品質管理資料 

・工事写真 

・施工体制台帳、施工体系図 

・工事打合簿(提出･承諾･協議等)綴り 

・支給品の受領書及び精算書 

・建設副産物関係 

・その他検査上必要な書類 

 

契約書第 10 条に定める監督員の権限を有し

ない監督に係る業務を委託した場合は、受注

者からの報告を受けて監督を行う。 

 

備考 

契約書:弥富市公共工事請負契約約款（土木工事用） 

標 仕 :愛知県建設部土木工事標準仕様書。ただし、国又は県の関係機関により標準仕様書の

定めがある場合は、それによるものとする。 

入契適正化法 :公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律  

入契適正化指針:公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針 

工事成績評定要領：弥富市工事成績評定要領 
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別記「監督業務の内容」（建築工事用） 

項   目 監督業務の内容 関連図書及び条項 

(1) 関連工事の調整 

 

 

 

 

 

(2) 工程等の把握 

 

 

(3) 下請負の把握 

 

 

(4) 指示、承諾及び協議等 

 

 

 

 

(5) 現場代理人･主任技術者等

の把握 

 

 

(6) 工事の進捗状況の報告 

 

 

 

 

 

 

(7) 現場代理人に対する措置

請求 

 

 

(8) 主任技術者等に対する措

置請求 

 

 

 

 

(9) 工事材料の品質及び検査

（確認） 

担当工事と、別契約の第三者が施工する

工事が施工上密接に関連する場合で、工事

全体の円滑な施工のために調整の必要があ

ると認められるときは、工事担当課長等に

報告する。 

 

請負者から提出された工程表及び工事費

内訳明細書の内容を把握する。 

 

請負者から提出された工事下請負届の内

容を把握し、適正であることを確認する。 

 

契約書及び設計図書に基づく指示、承諾、

協議（詳細図等の作成を含む。）及び受理等

について、必要により現場状況を把握し、

適切に行う。 

 

請負者から提出された現場代理人・主任

技術者・監理技術者・専門技術者通知書の

内容を把握し、適正であることを確認する。 

 

請負者からの履行報告に基づき、毎月の

進捗状況を翌月の５日までに、工事が完成

したときは速やかに、工程報告書（第４号

様式）により、工事担当課長等に報告する。

ただし、工期が１月未満の工事又は軽微な

工事については、この限りでない。 

 

現場代理人がその職務の執行につき著し

く不適当と認められるときは、理由を付し

て工事担当課長等に報告する。 

 

主任技術者若しくは監理技術者又は専門

技術者、下請負人等が工事の施工又は管理

につき著しく不適当と認められるものがあ

るときは、理由を付して工事担当課長等に

報告する。 

 

工事に使用する材料の確認は、工事現場

への搬入に先立ち、請負者から使用資材（機

契約書 第2条 

 

 

 

 

 

契約書 第3条 

 

 

契約書 第7条 

 

 

契約書 第10条 

 

 

 

 

契約書 第11条 

 

 

 

契約書 第12条 

 

 

 

 

 

 

契約書 第13条第1項 

 

 

 

契約書 第13条第2項 

 

 

 

 

 

契約書 第14条 
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(10)工事施工の立会い等 

 

 

 

 

 

 

 

(11)支給材料の引渡し 

 

 

 

 

 

(12)工事用地等の明渡し 

 

 

 

 

 

 

 

(13)改造義務及び破壊検査 

 

 

 

 

 

 

 

(14)条件変更等 

 

 

 

 

 

材）一覧表（第５号様式）を提出させて行

う。この場合必要があるときは、当該材料

が設計図書に定める品質及び性能を有する

ことの証明となる資料を提出させた上、そ

の使用を承諾する。 

 

設計図書において、監督員の立会いの上

施工するものと指定された工事について、

若しくは監督員の立会いの上調合するもの

と指定された工事材料について、又は調合

について見本検査を受けるものと指定され

た工事材料については、立会い又は見本検

査を行う。 

 

支給材料の引渡し時の検査において、そ

の品名、数量、品質又は規格が設計図書の

定めと異なり、又は使用に適当でないと認

められるときは、直ちに工事担当課長等に

報告し、指示を受ける。 

 

工事の完成、設計図書の変更等によって

工事用地等が不用となった場合において、

請負者が、その所有し、又は管理する仮設

物その他の物件を、正当な理由なく、当該

工事用地等から撤去せず、又は当該工事用

地等の修復若しくは取片付けを行わないと

きは、工事担当課長等に報告する。 

 

工事の施工部分が、設計図書に適合しな

い事実を発見したとき、又は契約書第14条

第2項若しくは第15条第1項から第3項まで 

の規定に違反した事実を発見したときは、

当該施工部分を改造する又は破壊して検査

する必要について、直ちに工事担当課長等

に報告し、指示を受ける。 

 

契約書第19条第1項の各号のいずれかに 

該当する事実を発見したとき、又は請負者

から当該事実を発見した旨の報告があった

ときは、直ちに調査を行い、その内容を確

認した上、工事担当課長等に報告し、指示

を受ける。 

 

 

 

 

 

 

契約書 第15条 

 

 

 

 

 

 

 

契約書 第16条 

 

 

 

 

 

契約書 第17条 

 

 

 

 

 

 

 

契約書 第18条 

 

 

 

 

 

 

 

契約書 第19条 
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(15)工事の中止 

 

 

 

 

 

 

 

(16)工期の延長 

 

 

 

 

 

 

(17)臨機の措置 

 

 

 

 

 

(18)一般的損害 

 

 

 

 

(19)第三者に及ぼした損害 

 

 

 

(20)不可抗力による損害 

 

 

 

 

(21)中間検査 

 

 

 

 

 

 

工事用地等の確保ができないため、又は

天災等の請負者の責めに帰すことができな

いものにより、工事目的物等に損害を生じ、

若しくは工事現場の状態が変動したため、

工事が施工できないと認められるときは、

直ちに工事担当課長等に報告し、指示を受

ける。 

 

請負者から、天災等又は関連工事の調整

への協力その他請負者の責めに帰すことが

できない事由により工期内に工事を完成す

ることができない旨の報告があったときは 

、その実情を調査し、工事担当課長等に報

告する。 

 

災害防止等のために臨機の措置の必要が

あると認められるとき、又は請負者から臨

機の措置を採るに当たり意見を聴かれたと

きは、直ちに、その措置の内容を工事担当

課長等に報告し、指示を受ける。 

 

工事目的物の引渡し前に、工事目的物等

に損害が生じたときは、その原因、損害の

状況等を調査し、工事担当課長等に報告す

る。 

 

工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼし

たときは、その原因、損害の状況等を調査

し、工事担当課長等に報告する。 

 

天災等の不可抗力により工事目的物等に

損害が生じたときは、直ちに調査を行い、

損害の状況を確認し、その結果を工事担当

課長等に報告する。 

 

工程が中間検査を実施する段階に達した 

ときは、その時期までに完成した部分につ 

いて、設計図書に示す工事（監督員が指示

した事項を含む。）及び設計図書に定めら 

れた工事関係図書の整備が完了しているこ

とを確認する。 

 

契約書 第21条 

 

 

 

 

 

 

 

契約書 第22条 

 

 

 

 

 

 

契約書 第27条 

 

 

 

 

 

契約書 第28条 

 

 

 

 

契約書 第29条 

 

 

 

契約書 第30条 

 

 

 

 

契約書 第32条 
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(22)完了検査 

 

 

 

 

 

(23)部分使用 

 

 

 

 

(24)部分払 

 

 

 

(25)部分引渡し 

 

 

 

 

 

(26)履行遅滞 

 

 

 

(27)契約の解除 

 

 

 

 

(28)契約解除に伴う引渡し 

 

 

 

(29)火災保険等の把握 

 

 

 

(30)現場発生品の引渡し 

 

 

 

完了届の提出があったときは、設計図書

に示す工事（監督員が指示した事項を含む 

。）及び設計図書に定められた工事関係図

書の整備が全て完了していることを確認す

る。 

 

工事目的物の引渡し前にその全部又は一

部を使用する必要が生じたときは、出来形

報告書（第６号様式）を作成し、工事担当

課長等に報告する。 

 

出来形検査請求書の提出があったときは 

、出来形報告書を作成し、工事担当課長等

に報告する。 

 

指定部分完了届の提出があったときは、

当該指定部分について、設計図書に示す工

事（監督員が指示した事項を含む。）及び

設計図書に定められた工事関係図書の整備

が完了していることを確認する。 

 

請負者の責めに帰すべき事由により工期

内に工事を完成することができないと認め

られるときは、工事担当課長等に報告する。 

 

契約書第43条第1項、第43条の2第1項又は

第43条の3第1項各号のいずれかに該当する

と認められるときは、工事担当課長等に報

告する。 

 

契約が解除された場合においては、出来

形報告書を作成し、工事担当課長等に報告

する。 

 

請負者から提出された火災保険その他の

損害保険加入届出書（第７号様式）の内容

を把握する。 

 

工事施工に伴い現場で発生した物件のう

ち、引渡しを要すると設計図書に定められ

たものは、発生物件調書（第８号様式）に

より工事担当課長等に報告する。 

契約書 第33条 

 

 

 

 

 

契約書 第35条 

 

 

 

 

契約書 第38条 

 

 

 

契約書 第39条 

 

 

 

 

 

契約書 第42条 

 

 

 

契約書 第43条、 

第43条の2、 

第43条の3 

 

 

契約書 第46条 

 

 

 

契約書 第47条 
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(31)事故等の報告 

 

 

(32)検査員への協力 

 

 

 

 

(33)工事関係図書の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(34) その他 

 

 

事故等が発生したときは、速やかに状況

を調査し、工事担当課長等に報告する。 

 

検査員から、工事検査の立会い、検査員

が指示した補正事項の完了の確認、工事に

関する資料の提出その他の検査に係る協力

を求められたときは、これに応じる。 

 

次の簿冊及び書類等を備え付け、これを

整理する。 

・契約関係書類、設計図書 

・監督記録又は「施工プロセス」のチェッ

クリスト 

・施工計画書、承諾図 

・工事記録 

・工程報告書 

・使用資材（機材）一覧表 

・材料確認書 

・出来形報告書 

・品質管理資料 

・工事写真 

・施工図等 

・施工体制台帳、施工体系図 

・工事打合簿(提出･承諾･協議等)綴り 

・建設副産物関係 

・火災保険その他の損害保険加入届出書 

・発生物件調書 

・その他検査上必要な書類 

 

契約書第 10 条に定める監督員の権限を

有しない監督に係る業務を委託した場合

は、受注者からの報告を受けて監督を行う。 

 

備考 

契約書：弥富市公共工事請負契約約款（建築工事用） 
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第１号様式（第７条関係） 

  現   場 
代 理 人 

主任（監理） 
技 術 者 

     

 

工  事  打  合  簿 
 

発 議 者 □発注者  □請負者 発議年月日   年  月  日 

発 議 事 項 □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他 

工 事 名  工 事 場 所 弥富市        地内 

路線等の名称  請 負 者 名  

（内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付図   葉、その他添付図書 

処

理 

・ 

回

答 

発

注

者 

上記について □指示・□承諾・□協議・□通知・□受理 します。  

       □確認・□その他 

            年  月  日    署名又は押印 

請

負

者 

上記について □了解・□協議・□提出・□報告・□届出 します。  

       □確認・□その他 

            年  月  日    署名又は押印 
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第２号様式（第７条関係） 

 

監 督 記 録 

工 事 名  

工 事 場 所 弥富市        地内 

工 期        年  月  日  ～   年  月  日 

請 負 者  

現 場 代 理 人 及 び 

主任（監理）技術者 
 

監 督 員                 ㊞ 

年 月 日 内           容 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（注） 監督記録は、監督員が現場監督した日の監督内容、検査事項（工事及び材料）、指示事項 

（概要）及びその他重点事項（安全対策についての指導事項等）を記入し、工事完了後は、

一括して綴り保存する。 
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第３号様式（第７条関係） 

「施工プロセス」のチェックリスト（土木工事用）（１／５）         管理番号：              

 

１ 工 事 名：                             工 事 

２ 工   期：     年  月  日     ～      年   月   日 

３ 担当課名：                                  

４ 請 負 者：                                  

①「施工プロセス」のチェックリストは、愛知県建設部土木工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）（国又は県の関

係機関により標準仕様書の定めがある場合は、それによるものとする。）、弥富市公共工事請負契約約款（以下

「契約約款」という。）等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員等が確認する。 

②摘要欄に記載した仕様書、契約約款等の該当項目及び「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き（案）」

（以下「手引き」という。）に基づきチェックを行う。該当しない場合は、該当外の欄にレマークを記入する。 

③チェック一覧表欄中、網掛けは、任意の上乗せ項目、記録は、確認できる記録方法であれば、可とし、（契約後）

は、当初契約後、（変更後）は、工期内に行う契約変更後とする。 

④チェック欄では、書類又は現場等で確認した月日及びその内容がＯＫであれば□にレマークを記入し、ＯＫでなけ

ればチェックリスト（５／５）に指示事項や是正状況等を記録する。 

⑤「施工プロセス」のチェックリスト（１／５）～（４／５）以外の監督の記録は、チェックリスト（５／５）に記載する。 

  

考
査

項
目 

細 
 

 
別 

 

確 認 項 目 

 

チェックリスト一覧表 

             （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 
該当 

外 
摘要 

着手前 施 工 中 完成時 

１  

施
工
体
制 

Ⅰ
  

施
工
体
制
一
般 

○現場代理人
等通知書 

 

・契約締結の５日以内に、現場代理人等通

知書が提出された。    （契約後） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

 

契約約款第１１条 
仕様書1-1-50 

○コリンズ登
録（請負金額
500万円以上

の建設工事） 

・事前に監督員の確認を受け、契約締結

後等の、土曜日、日曜日、祝日等を除き10
日以内に、登録機関に登録申請された。      
（受注時、変更時、完成時） 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
□ 

仕様書1-1-7 

○品質証明 

 
(特記仕様書

等に品質証
明の対象工
事と明示され

た工事) 

 

・品質証明員の資格（身分及び経歴）は適
正である。また、品質証明員に関する資料
を書面で提出した。 

（契約後、変更後） 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

□ 

仕様書1-1－23 
手引きQ3-1１ 

・工事途中及び検査時の事前に品質確認

を行い、その結果を所定の様式により提出
した。      （検査の前等） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
□ 

同上 

・品質証明は、出来形、品質及び写真管理

等、工事全般にわたり適切（数量も含む。）
に実施した。  （品質証明実施時） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 

□ 
 

同上 

○建設業退
職金共済制
度等（加入の

必要がある
場合） 

・掛金収納書の写しを契約締結後１か月以
内に提出した。又は提出できない理由を書
面で提出した。  （契約後） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

□ 

仕様書1－1－48第5項 
手引きQ7-1～3 

・「建設業退職金共済制度適用事業主工
事現場」の標識が現場に掲示されている。
（施工時１回程度） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

□ 

仕様書1-1-48第5項 
 

・建設業退職金共済証紙の配布を貼り付
け状況報告書等により適切に管理してい
る。       （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

□ 

仕様書1-1-48第5項 
手引きQ7-1～3 

・労災保険関係の項目が現場の見やすい
場所に掲示されている。 
（施工時１回程度） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書1-1-48第3項 
手引きQ7-4 

 

（１／４） 
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「施工プロセス」のチェックリスト（土木工事用）（２／５） 

考
査
項

目 

細 
 
 

別 

 
確 認 項 目 

 
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表                   

                （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 
該当

外 
摘要 

着手前 施 工 中 完成時 

１  

施
工
体
制 

Ⅰ
  

施
工
体
制
一
般 

○請負代金
内訳書      

・所定の様式で提出した。(特記仕様書に
請負代金内訳書の対象工事と明示された

工事) 
 （契約後、変更後） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書1-1-4 
 

○施工体制
台帳 

・施工体制台帳を備え付け、かつ、同一の
ものを提出した。社会保険等の加入状況

等を確認した。 
        （施工時の当初、変更時） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書1-1-12第1項 
 

・施工体制台帳に必要な事項が記載され
ている。また、必要な書類が添付されてい
る。 

        （施工時の当初、変更時） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

手引きQ5-3,5-4 

・一次下請負契約書に必要な事項が記載
されている。 

        （施工時の当初、変更時）  

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

手引きＱ5-4 
 

○施工体系
図 

・施工体系図を現場の工事関係者及び公
衆の見やすい場所に掲げている。 
        （施工時の当初、変更時） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書1-1-12第3項 
 

・施工体系図に記載のない建設業者が作

業していない。  （施工時１回／2～3月程
度） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

手引き表4-1 
 

○一括下請負

の禁止 
・元請負人がその下請工事の施工に実質
的に関与している。 
         （施工時の当初、変更時） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

手引きQ6-3 

○建設業許可
標識    

・建設業許可を受けたことを示す標識を公
衆の見やすい場所に設置し、主任(監理)

技術者を正しく記載している。 
（施工時１回程度） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

手引きQ2-2 

Ⅱ
 

配
置
技
術
者 
／ 

現
場
代
理
人
・監
理
技
術
者
・主
任
技
術
者 

○現場代理
人 

・現場代理人は現場に常駐している。 

（施工時１回／2～3月程度） 
  

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

契約約款第１１条第2項 

・現場代理人は、監督員との連絡調整及

び対応を書面で行っている。 
 

（施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

契約約款第１条第5項 

○専門技術
者（配置が必

要な場合） 

・施工に必要な専門技術者を選任し、配置
している。 
          （施工計画時、施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

手引きQ3-9 

○作業主任
者（配置が必
要な場合） 

・施工に必要な作業主任者を選任し、配置

している。 
          （施工計画時、施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

手引きQ3-10 

○主任(監理)

技術者 

・監理技術者資格者証の携帯、その内容

及び監理技術者講習修了証の携帯を確認
した。(監理技術者が配置された場合) 
                  （着手前、変更後） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書1-1-50 

 

・現場に常駐していた。（監理技術者及び
主任技術者に専任性が求められる場合） 
 (施工時 １回／２～３月程度) 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書1-1-50 
 

・施工計画や工事に係る工程、技術的事

項を把握し、主体的に係わっていた。 
                (施工時、打合せ時) 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

 □ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書1-1-28 
主任技術者を配置しな
い工事は、対象外 

・施工に先立ち、創意工夫又は提案をもっ
て工事を進めている。   

 （施工時適宜） 
 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

 

○下請負者の
把握 

 

・下請負者が弥富市の競争入札参加資格

者である場合には、指名停止期間中でな
い。          （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書1-1-11第1項 
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「施工プロセス」のチェックリスト（土木工事用）（３／５） 

考

査
項
目 

細 

 
 
別 

 
確 認 項 目 

 
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表                   

                 （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 
             

該当

外 

 

摘要 

着手前 施 工 中  完成時 

 

２ 

施
工
状
況  

 
Ⅰ

 

施
工
管
理 

○設計図書
の照査等 

・契約書第１９条第１項第１号から第５号ま
でに係わる設計図書の照査を行っている。                    

（着手前、施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第1編1-1-3 
 

・現場との相違事実が確認できる資料を書
面により提出して確認を受けた。（現場との
相違事実がある場合） 

（着手前、施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

契約約款第19条第1項 

○施工計画
書 

・施工（変更を含む。）に先立ち、提出した。              
（着手前、変更時） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第1編1-1-6 
 

・記載内容と現場施工方法が一致してい
る。        （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第1編1-1-6 
 

・記載内容（作業手順書等）と現場施工体
制が一致している。  （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第1編1-1-6 
 

・記載内容が、設計図書・現場条件等を反
映している。    （着手前、変更時） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第1編1-1-6 
 

○施工管理 
・工事材料管 
理    

・出来形、 
 品質管理 
 

 
 
 

・イメージアッ
プ 

・工事材料の資料の整理及び確認がされ、
管理している。     （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第2編第2節 

・品質管理確保のための対策など施工に
関する工夫を書面で確認できる。 

                （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

 

・日常の出来形、品質管理が書面にて確
認できる。        （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書施工管理基準
４．管理の実施第4項 

・特記仕様書等に定められた事項や独自
の取組また地域等により評価されるものが

ある。       （施工時適時） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

 

○検査（確認
を含む。）及
び立会い等の

調整 

・監督員の立会いに当たっては、あらかじ
め段階確認報告書（契約図書に示された
項目）を施行計画書に添付し、事前に日程

の調整を行っている。 （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書第1編1-1-21第1
項 

・段階確認の確認時期が、適切である。 
                     （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書第1編1-1-21第6

項 

○工事の着
手 

・工事開始日後、30日以内（特記仕様書に
定めのある場合はその期日まで）に工事
に着手した。                （着手前） 

(  ／  ) 

□ 
     

仕様書第1編1-1-10 

○支給品 ・請負者は、支給品の受払状況を帳簿等

により、その残高を明らかにしている。              
（施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書第1編1-1-18第2
項 

○建設副産

物及び建設
廃棄物 

・請負者は、産業廃棄物管理票（マニュフェ

スト）により適正に処理されていることを確
認し、監督員に提示した。 
                     （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
□ 

仕様書第1編1-1-20第2

項 

・再生資源利用計画書及び再生資源利用
促進計画書を所定の様式に基づき作成

し、施工計画書に含め提出した。 
            （施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書第1編1-1-20第5
項 

○指定建設機
械の確認 

・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒音
型・低振動型建設機械）を使用している。               

（施工時１回程度） 
 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書第1編1-1-36第
6項及び第7項 

 

 

（３／４） 
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 「施工プロセス」のチェックリスト（土木工事用）（４／５） 
考
査

項
目 

細 
 

 
別 

 
確 認 項 目 

 
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表                   

                 （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 
該当
外 

摘要 

着手前 施 工 中 完成時 

 

２ 

施
工
状
況  

Ⅱ
 

工
程
管
理 

○工程管理 ・フォローアップ等を実施し、工程の管理を

行っている。        （施工時適宜） 
 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第1編1-1-6 

・現場条件変更への対応、地元調整を積

極的に行い、その結果を書類で提出した。             
（施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書第1編1-1-6 

・作業員の休日の確保を行っている。      

（施工時適宜） 
 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第1編1-1-6 

 
Ⅲ

 

安
全
対
策 

○安全活動 ・災害防止協議会等を設置し、活動した記
録がある。         （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

手引きQ7-5 

・店社パトロールを実施し、記録がある。 

         （施工時１回／2～3月程度） 
 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

手引きQ7-6 

・安全・訓練等を実施し、工事記録に記載

がある。 
                  （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第1編1-1-32第

10項及び12項 

・安全巡視、TBM、KY 等を実施し、記録

がある。           （施工時適宜） 
 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第1編1-1-32第
8項 

・新規入場者教育を実施し、記録がある。             
（施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

労働安全衛生規則第

35条 
 

・過積載防止に取り組んでいる記録があ

る。                （施工時適宜） 
 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書第1編1-1-39第
19項 

・使用機械、車輌等の点検整備等が管理

され、記録がある  
           （施工時１回／2～3月程度） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

労働安全衛生規則第

167条、170条他 
 

・重機操作で、誘導員配置や重機と人との
行動範囲の分離措置がなされた点検記録
等がある。        （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

労働安全衛生規則第
151条の7、158条他 
 

・山留め、仮締切等の設置後の点検及び
管理の記録がある。  （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

労働安全衛生規則第

373条 
 

・足場や支保工の組立完了時や使用中の
点検及び管理がチェックリスト等により実
施され、記録がある。 （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

労働安全衛生規則第
244条、567条他 
 

・保安施設等の整理・設置・管理が的確で
あり、記録がある。    （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
  

仕様書第1編1-1-39第

4項 

・交通誘導員の有資格者［又は実務経験３
年以上の者］の合格証明書を提示［又は
経歴書を提出］した。 

        （施工時適宜［又は着手前］）  

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書第1編1-1-39第
14項第2号 

○安全パトロ
ールの指摘事
項の処理 

・各種安全パトロールでの指摘事項や是
正事項について、速やかに改善を図り、か
つ、関係者に是正報告した記録がある。                  

（施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

 

Ⅳ
 

対
外
関
係 

○関係機関等 ・関係官公庁等の関係機関との折衝及び

調整を報告した。  
 （施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書第1編1-1-42第3

項 

・地元住民等との施工上必要な交渉、工
事の施工に関しての苦情対応を適切に行

い、報告した。     （施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

仕様書第1編1-1-42第7
項 

・隣接工事又は施工上密接に関連する工

事の請負業者と相互に協力を行い、調整
結果を報告した。    （施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 □ 

契約約款第２条 

仕様書第1編1-1-32第
15項 
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「施工プロセス」のチェックリスト（土木工事用）（５／５） 

チェックリストの指示事項、是正状況等及び「施工プロセス」のチェックリスト（１／５）～（４／５） 以外

の監督の記録を記載する。 

（段階確認報告書､施工状況把握報告書､立会報告書、材料確認書、工事打合簿他に記載された監督の記録は、記載を省略できる。） 

 

 

年 月 日 内             容 
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第３号様式（第７条関係） 

「施工プロセス」のチェックリスト（建築工事用）（１／６） 

１ 工 事 名：                     工 事 

２ 工   期：    年  月  日 ～    年   月   日 

３ 請 負 者：                                 

①「施工プロセス」のチェックリストは、公共建築工事標準仕様書（以下「仕様書」という。）、工事特記仕様書、「施工体制の適正化に向けての現場点検の手引き（案）」、弥富市公共工事請負契約約款（以下「契約約款」という。）等に基づ

き、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督員等が確認する。 

②チェック欄では、書類又は現場等で確認した月日及びその内容がＯＫであれば□にレマークを記入し、ＯＫでなければチェックリスト（６／６）に指示事項や是正状況等を記録する。 

③用語の定義について  契約後：当初契約後、  変更後：工期内に行う変更契約後とする。 

④「施工プロセス」のチェックリスト（１／６）～（５／６）以外の監督の記録は、チェックリスト（６／６）に記載する。 

考
査

項
目 

細 
 

 
別 

 

確 認 項 目 

 

チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表 

             （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 

備      考 

着手前 施 工 中 完成時 

１  

施
工
体
制 

Ⅰ
  

施
工
体
制
一
般 

○工程表 
 

・契約締結の５日以内に、工程表が提出
された。         （契約後、変更後） 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

○コリンズ登録
（請負金額500
万円以上の建

設工事） 

・事前に監督員の確認を受け、契約締結
後等の、土曜日、日曜日、祝日等を除き
10日以内に、登録機関に登録申請され

た。     （受注時、変更時、完成時） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

 

○品質証明 
 

 

・工事途中及び検査時の事前に品質確 
認を行い、その結果を所定の様式により

提出した。          （検査の前等） 
 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 

・品質証明は、出来形、品質及び写真管
理等、工事全般にわたり適切（数量も含

む。）に実施した。  （品質証明実施時） 
 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 

○建設業退職
金共済制度等
（加入の必要

がある場合） 
 
 

 
 
 

 
 

・掛金収納書の写しを契約締結後１か月
以内に提出した。又は提出できない理由
を書面で提出した。 

（契約後、増額変更後） 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 

 

・「建設業退職金共済制度適用事業主工

事現場」の標識が現場に掲示されてい
る。           （施工時１回程度） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 

 

・建設業退職金共済証紙の配布を貼り
付け状況報告書等により適切に管理し
ている。           （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

・労災保険関係の項目が現場の見やす

い場所に掲示されている。 
（施工時１回程度） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 

 

○工事費内訳

明細書 
 

・所定の様式で提出した。(特記仕様書
に工事費内訳明細書の対象工事と明示
された工事) 

 （契約後、変更後） 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 
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「施工プロセス」のチェックリスト（建築工事用）（２／６） 

考

査
項
目 

細 

 
 
別 

 
確 認 項 目 

 
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表                   

                （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 

備      考 

着手前 施 工 中 完成時 

１  

施
工
体
制 

Ⅰ
  

施
工
体
制
一
般 

○施工体制
台帳 

・施工体制台帳を現場に備え付け、か
つ、同一のものを提出した。社会保険等

の加入状況等を確認した。 
  （施工時1回／月程度） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

・施工体制台帳に下請負契約書（写）及
び再下請負通知者を添付している。 
          （施工時の当初、変更時） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

・施工体制台帳に、一次下請負金額が
記入されていか？ 
          （施工時の当初、変更時） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

○施工体系
図 

・施工体系図を現場の工事関係者及び
公衆の見やすい場所に掲げている。 

        （施工時1回／月程度） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 

・施工体系図に記載のない建設業者が

作業していない。 
 （施工時１回／月程度） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

・施工体系図に記載されている主任技術
者及び施工計画書に記載されている技
術者が本人である。 

（施工時の当初、変更時）       

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

○一括下請
負の禁止 

・元請負人がその下請工事の施工に実
質的に関与している。 
         （施工時の当初、変更時） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

○建設業許
可標識    

・建設業許可を受けたことを示す標識を
公衆の見やすい場所に設置し、主任(監

理)技術者を正しく記載している。 
（施工時１回程度） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

Ⅱ
 

配
置
技
術
者 

／ 

現
場
代
理
人
・監
理
技
術
者
・ 

          

主
任
技
術
者 

○現場代理
人 

・現場代理人は現場に常駐している。 
（施工時１回／2～3月程度）   

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

・現場代理人は、監督員との連絡調整及 
び対応を書面で行っている。 
                  （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

○専門技術
者（配置が

必 要 な 場
合） 

・施工に必要な専門技術者を選任し、配
置している。 

          （施工計画時、施工時適宜） 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 

 

○作業主任
者（配置が
必 要 な 場

合） 

・施工に必要な作業主任者を選任し、配
置している。 
          （施工計画時、施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
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「施工プロセス」のチェックリスト（建築工事用）（３／６） 

考
査

項
目 

細 
 

 
別 

 
確 認 項 目 

 
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表                   

                 （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 

備      考 

着手前 施 工 中 完成時 

１  
施

工
体
制 

Ⅱ
 

配
置
技
術
者 

／ 

現
場
代
理
人
・監
理
技
術
者
・ 

      

主
任
技
術
者 

○主任（監
理）技術者 

 

・監理技術者資格者証の携帯、その内
容及び監理技術者講習修了証の携帯

を確認した。(監理技術者が配置された
場合)          （着手前、変更後） 

(  ／  ) 

 □ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

 
 

・配置予定技術者、通知による監理技

術者、施工体制台帳に記載された監理
技術者と監理技術者証に記載された技
術者及び本人が同一であった。 

 （着手前） 

(  ／  )

□ 

             
 

・現場に常駐していた。（監理技術者及

び主任技術者に専任性が求められる場
合）         (施工時 １回／月程度) 

 (  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 

・施工計画や工事に係る工程、技術的

事項を把握し、主体的に係わっていた。 
            (施工時、打合せ時) 

 (  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

・施工に先立ち、創意工夫又は提案を 

もって工事を進めている。 
（施工時適宜） 

 (  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

○下請負者 

の把握 

・下請負者が弥富市の工事指名競争入札 
参加資格者である場合には、指名停止期 

間中でない。             （施工時適宜） 

 (  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

２ 

施
工
状
況 

 

  
Ⅰ

 

施
工
管
理 

○設計図書
の照査等 

・契約書第19条第1項第1号から第5号
までに係わる設計図書の照査を行って
いる。         （着手前、施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

  

・現場との相違事実が確認できる資料
を書面により提出して確認を受けた。

（現場との相違事実がある場合） 
 （着手前、施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

  

○施工計画書 ・施工（変更を含む。）に先立ち、提出し  
た。             （着手前、変更時） 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

・記載内容と現場施工方法が一致して

いる。            （施工時適宜）  
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

  

・記載内容（作業手順書等）と現場施工
体制が一致している。  （施工時適宜） 

 (  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

・記載内容が、設計図書・現場条件等を
反映している。    （着手前、変更時） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

  

○施工管理 
・工事材料管 

理 
・出来形、 
品質管理 

・工事材料の資料の整理及び確認がさ
れ、管理している。    （施工時適宜） 

 (  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

・品質管理確保のための対策など施工

に関する工夫を書面で確認できる。 
                （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  



- 23 - 

「施工プロセス」のチェックリスト（建築工事用）（４／６） 

考
査

項
目 

細 
 

 
別 

 
確 認 項 目 

 
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表                   

                 （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 

備      考 

着手前 施 工 中 完成時 

２ 

施
工
状
況 

 

 
Ⅰ

 

施
工
管
理 

 

 

・日常の出来形、品質管理が適時的確
に行われている。    （施工時適宜） 

 (  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

・イメージア

ップ 

・特記仕様書等に定められた事項や独

自の取組また地域等により評価される
ものがある。       （施工時適時） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

○検査（確認
を含む。）及

び立会い等
の調整 

・適切な時期に監督員の立会いを求め
ている。              （施工時適宜） 

 (  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

  

・段階確認の確認時期が、適切である。 
                     （施工時適宜） 

 (  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

○工事の着
手 

・工事の着手に先立ち、実施工程表を 
提出した。                （着手前） 

(  ／  ) 
□ 

              

○建設副産
物及び建設
廃棄物 

・請負者は、産業廃棄物管理票（マニュ 
フェスト）により適正に処理されている 
ことを確認し、監督員に提示した。 

                    （施工時適宜） 

 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

・再生資源利用計画書及び再生資源利

用促進計画書を所定の様式に基づき
作成し、施工計画書に含め提出した。 

            （施工時適宜） 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

○指定建設
機械の確認 

・指定建設機械（排出ガス対策型・低騒
音型・低振動型建設機械）を使用してい

る。           （施工時１回程度） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

  

Ⅱ 
 

工
程
管

理 

○工程管理 ・フォローアップ等を実施し、工程の管
理を行っている。     （施工時適宜） 

 (  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

・現場条件変更への対応、地元調整を
積極的に行い、その結果を書類で提出

した。            （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

  

・作業員の休日の確保を行っている。     
（施工時適宜） 

 (  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

Ⅲ 
 
安

全
対
策 

○安全活動 ・災害防止協議会等を設置し、活動した
記録がある。        （施工時適宜） 

 (  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

  

・店社パトロールを実施し、記録があ
る。         （施工時１回／月程度） 

 (  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

  

・安全・訓練等を実施し、記録がある。 

                  （施工時適宜） 

 (  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

  

・安全巡視、TBM、KY 等を実施し、記

録がある。          （施工時適宜） 

 (  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
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「施工プロセス」のチェックリスト（建築工事用）（５／６） 

考
査

項
目 

細 
 

 
別 

 
確 認 項 目 

 
チ ェ ッ ク リ ス ト 一 覧 表                   

                 （チェックの目安） 

チェック時期（指示事項） 

備      考 
着手前 施 工 中 完成時 

 

２ 

施
工
状
況  

Ⅲ 
 
安

全
対
策 

  

○安全活動 ・新規入場者教育を実施し、記録があ 
る。              （施工時適宜）  

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

・過積載防止に取り組んでいる記録があ
る。                （施工時適宜）  

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

・使用機械、車輌等の点検整備等が管
理され、記録がある。 

          （施工時１回／月程度） 
 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

・重機操作で、誘導員配置や重機と人と
の行動範囲の分離措置がなされた点検

記録等がある。      （施工時適宜） 
 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

・山留め、仮締切等の設置後の点検及
び管理の記録がある。  （施工時適宜）  

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

・足場や支保工の組立完了時や使用中
の点検及び管理がチェックリスト等によ

り実施され、記録がある。 
 （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

・保安施設等の整理・設置・管理が的確
であり、記録がある。    （施工時適宜）  

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

○安全パトロ

ールの指摘
事項の処理 

・各種安全パトロールでの指摘事項や是

正事項について、速やかに改善を図り、
かつ、関係者に是正報告した記録があ
る。                  （施工時適宜） 

 
(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

Ⅳ
 

対
外
関
係 

○関係機関

等 

・関係官公庁等の関係機関との折衝及

び調整をした記録がある。  
 （施工時適宜） 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

 
 

・地元住民等との施工上必要な交渉、工
事の施工に関しての苦情対応を適切に
行い、記録がある。    （施工時適宜） 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 

(  ／  ) 

□ 
 

 

・隣接工事又は施工上密接に関連する

工事の請負業者と相互に協力を行って
いる記録がある。     （施工時適宜） 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 

(  ／  ) 
□ 
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「施工プロセス」のチェックリスト（建築工事用）（６／６） 

 

チェックリストの指示事項、是正状況等及び「施工プロセス」のチェックリスト（１／６）～（５／６） 以外の監督の記録を記載する。 

 

年 月 日 内             容 
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第４号様式（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工   事   名 規     模 請  負  者 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    

    

年  月  日 

 

工  程  報  告  書 （  月） 

 

             様 

       

 

監督員職氏名            印 

 

 

下記工事の工程について別紙のとおり報告します。 

 

記 
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第４号様式（別紙） 

月 進 捗 状 況 報 告 書 
工 事 名 

請 負 者 

請負代金額 

工 期    着手     年  月  日    完了     年  月  日 

 

 

 

 

 

 

進 

 

 

 

捗 

 

 

 

率 

100                                   

                                  

90                                   

                                  

80                                   

                                  

70                                   

                                  

60                                   

                                  

50                                   

                                  

40                                   

                                  

30                                   

                                  

20                                   

                                  

10                                   

                                  

％ 

  月 

                 

予定工程線（黒） 

実施工程線（赤） 
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第５号様式（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使 用 資 材 （ 機 材 ） 一 覧 表 

 

 

工 事 名                                

 

路線等の名称                            

 

工 事 場 所                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

請負者 住    所 

商号又は名称 

代表者職氏名               印 
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第５号様式の続き 

工 

種 

名 

材 料 名 商 品 名 規 格 番 号 製 造 所 名 製造所住所  
取扱代理店  

（電話番号） 
備  考 
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第６号様式（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出 来 形 報 告 書 

 

 

工 事 名                                

 

路線等の名称                            

 

工 事 場 所                                 
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第６号様式の続き１ 

設 計 金 額  

出 来 形 (％ )  

出 来 高 金 額   

  

工 事 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工    期 着 手     年  月  日 完 了    年  月  日 

備    考  
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第６号様式の続き２                                                                                                   Ｎo      

 

名        称 数  量 単 位 

設 計 金 額 
出 来 形 (％ ) 

出 来 高 金 額 
備    考 
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第７号様式（第７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災保険その他の損害保険加入届出書 

年  月  日 

 

 （宛先）弥富市長 

請負者 住    所 

商号又は名称 

代表者職氏名          印 

 

  下記工事について、火災保険その他の損害保険を締結しましたので、別紙保険契約書 

 の写しを提出します。 

 

記 

 

 １ 工 事 名 

 

 

 ２ 路線等の名称 

 

 

 ３ 工 事 場 所    弥富市       地内 

 

 

 ４ 契約締結年月日      年  月  日 

 

 

 ５ 請 負 代 金 額    金            円 

 

 

 ６ 工 期   着手     年  月  日 

完了     年  月  日 
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第８号様式（第７条関係） 

 

 
 

    

    

 

 

 

年

                 年  月  日 

 

  発  生  物  件  調  書 

                様 

       

監督員職氏名            印 

 

 

下記工事の発生物件について下記のとおり報告します。 

 

記 

  工 事 名 

  請 負 者 

  請負代金額  金          円 

  工 期  着手   年  月  日 

          完了   年  月  日 

名  称 材  料 形状・寸法 数  量 摘  要 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

受領者欄 

上記発生物件を受領しました。 

     年  月  日    所 属 

                職氏名             印 


